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小山町道の駅（仮称）「すばしり」観光交流センター指定管理者

募集要項

小山町道の駅（仮称）「すばしり｣観光交流センター（以下「施設」という。）の管理運営業務の実施に際し、施設の目的、機能及び利用形態に鑑み、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４条の２第3項及び小山町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年小山町条例第10号以下「手続条例」という。）第２条第１項の規定に基づき、以下の要項により指定管理者の候補者を募集する。

１　プロポーザルについて

　（１）プロポーザルは立地的特性、歴史的背景、観光資源、地域特産品等の地産地消の推進などを十分考慮し、独立採算制を堅持して、施設の具体的な活用方法について、事業者（団体、企業）から自由な提案を求める。　

（２）プロポーザルにより選考された企画提案事業者は、「小山町公の施設の指定管理者選定委員会」の選考結果を経て、町長が指定管理候補者として特定し、施設の建築計画の一部に参画する。

（３）指定管理候補者の意向が反映される部分は、レストラン及び物産販売施設である。

２　施設の活用方針

　（１）富士山への登山口、冨士浅間神社の門前町としてにぎわった地区であり、それぞれの歴史的文化財産や自然を活かした観光、物産の開発

（２）国道１３８号、東富士五湖道路、ふじあざみライン（県道足柄停車場富士公園線）の道路利用者の休憩の場、観光、地域情報の発信及び交流の場づくり

（３）地域の特産品の提供並びに素材を活用した食の提供など地産地消の拠点と地域づくり

（４）独立採算を前提とした運営体制の確立

（５）須走まちづくり事業や周辺施設との連携を通した観光ネットワークの形成
３　申請の資格
（１）　法人その他の団体（以下「団体」という。）であり、団体の代表者及び団体が、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
①　団体の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、

支配人及び清算人が、町長、副町長又は小山町議会の議員である者
②　法律行為を行う能力を有しない者
③　破産者で復権を得ない者
④　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
⑤　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して２年間を経過していない者
⑥　国税及び静岡県税並びに小山町税及び料（町営住宅使用料、水道料、下水道料、介護保険料等をいう。）を滞納している者
⑦　宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者

⑧　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第３０条又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による更正手続又は再生手続の開始の申立てがなされて、更正手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者

⑨　暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）である者又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して５年を経過しない者の統制下にある者

10 小山町指定管理者選定審査委員会委員と資本面等で関連がある者
（２）　静岡県東部（富士川以東）、神奈川県西部（足柄上地域）及び山梨県南東部（富士五湖地域）に事業所及び営業所のある団体。
４　施設及び業務の内容 （図面参照）
（１）施設の概要 

①　施設の名称　　小山町道の駅（仮称）「すばしり」観光交流センター
②　施設の所在地　静岡県駿東郡小山町須走３３８番地の４４
3 施設の範囲

　　　ア　敷地面積　　

イ　建築面積　　　　　建築確認面積

ウ　延床面積　　

エ　建物の構造　２階建て（店舗及び事務所）　

オ　建築年月　　平成２３年３月建築予定
カ　施設・設備の内容

○道路情報等提供拠点（２４時間情報コーナー）　　　　　　　　　　

○展示室

○物産販売施設

○レストラン　　　　
　　　　○研修室　　　　　　　　
　○イベント広場　　　　　　　　　　　　　
○その他付帯施設（事務室等）　　　　　

　　　④　その他施設

　①公衆トイレ（駐車場）

　②駐車場　　　大型車１４台　　普通車１１１台　　身障者用１台　　駐輪場　　　

　③修景池

⑤　施設の設置目的　

　　地域の特産品及び農産物の展示販売による産業振興を図ること並びに一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場、観光の拠点、道路情報、地域情報等を提供することにより、都市住民と町民との交流の拡大を推進し、もって地域の振興を図る。

⑥　年間施設利用者数（推計）　　８００，０００人
（２）指定管理者の責務

①　指定管理者は、当該公の施設の管理に関し、次に掲げる責務を有する。

ア　常に利用者の福祉及び利便性の向上を最優先に考慮し、良質なサービスを提供するよう努めなければならないこと。

イ　利用者に対して、正当な理由がないのに施設の利用を拒み、又は不当な差別的取扱いをしてはならないこと。

ウ　指定管理者の権限の範囲内において、自らの創意工夫により、効率的かつ有効的な施設の運営に努めなければならないこと。

エ　管理に当たっては、次に掲げる法令及び規程を遵守すること。

（ア）地方自治法

（イ） 小山町道の駅（仮称）「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例（案）（以下「設置管理条例」という。）　　後日作成
（ウ） 小山町道の駅（仮称）「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則（案）（以下「条例施行規則」という。）後日作成
（エ）小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例　　　「別紙のとおり」
（オ）小山町個人情報保護条例　　　　「別紙のとおり」

（カ）労働基準法、労働安全衛生法

（キ）その他関係法令、条例、規則及び要綱等

オ　アに掲げる利用者の福祉及び利便性を損なわないよう留意し、かつ、施設の収益性を高めるように努めなければならないこと。

カ　地元雇用及び地元より原材料の調達に努めること。

キ　販売する商品は、地元を優先して調達すること。
（３）業務の概要等

ア　指定管理者が行う業務の主な概要 
　　　①　施設の利用許可に関すること。

　　　（ア）　設置管理条例の使用期間の区分に応じ施設を使用する者から使用許可を受けるための許可申請の手続きを行わせること。

（イ）　許可する場合は、施設の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

　　　②　施設の運営に関すること。

　　　（ア）　駅長及び施設管理や事務処理等業務遂行に当り、適宜職員を配置すること。

　　　（イ）　職員の勤務形態は、施設の管理に支障がないよう定めること。

　　　③　施設に係る使用料の徴収に関すること。

　　　（ア）　設置管理条例に基づき使用者から徴収するものとする。

　　　④　施設の施設等及び付属設備の維持管理に関すること。

　　　（ア）保守管理業務

　　　　○　施設の各所の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、かつ美観を維持すること。

　　　　○　建築設備や電気設備、厨房設備等は関係法令を遵守のうえ、日常点検、法定点検、定期点検等を行い、初期の性能を維持すること。

　　　　○　施設に自家発電（水力発電）による電気供給を行う場合は、電気事業法第４３条第１項の規定による電気主任技術者を常駐させること。　　　

（イ）　清掃業務

　　　　○　施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。

　　　（ウ）　外周（植樹帯、駐車場、修景池等）の清掃、草刈り、除雪等

　　　　○　雑草の繁茂具合を見ながら草刈り、草取りを実施し、快適な環境を整備すること。

　　　　　また、敷地内のゴミ拾いを定期的に行うとともに、秋には落葉の除去、冬には出入口の

　　　　　除雪等を適宜行うこと。

　　　（エ）　設備品・消耗品管理業務

　　　　○　施設の運営に支障をきたさないよう、施設内の備品管理を行うとともに、破損や不具合の生じた時には速やかに修理修繕をすること。また、必要な消耗品を適宜購入し、管理すること。

　　　（オ）　施設等の改修・修繕業務

　　　　○　施設等の現状を変更しようとするときは、町の許可を得なければならない。また、施設若しくは設備又は町が備え付けた備品類がき損し、又は滅失したときは、直ちに町に報告するとともに、指定管理者の負担により施設の修繕等を行う。

　　　　　ただし、指定管理者が負担する改修・修繕費用の上限は原則１件５０万円以内とする。

参考：国土交通省管理施設（公衆トイレ施設、駐車場など）について、電気料、水道料は、国土交通省の負担とする。

　　　⑤　施設の開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間及び休館日を変更

　　　　する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
（ア）　施設の開館時間は、施設の種類により設置管理条例のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。
（イ）　施設の休館日は、施設の種類により設置管理条例のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館できるものとする。

　　　⑥　施設の管理上、町長が必要と認める業務

⑦　その他町長が特に必要と認める業務
５　運営に係る基本的事項 

（1） 指定期間　供用開始日（平成２３年４月１日予定）から平成２８年３月３１日までの概ね
5年間とする。

　　　ただし、管理を継続することが適当でないと判断したときは、指定を取り消すことがある。

（２）管理責任分担

○指定管理者と町の責任分担表（◎＝主たる責任がある者　　○＝従たる責任がある者）

	種　類
	内　　容
	責任分担

	
	
	町
	指定管理者

	運営の基本的考え方
	管理運営の基本的事項
	○
	◎

	広報・宣伝
	道の駅「すばしり」の啓発
	○
	◎

	物価変動
	人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増
	
	◎

	金利変動
	金利変動に伴う経費の増
	
	◎

	周辺地域、住民及び

施設利用者への対応
	地域との協調
	
	◎

	
	施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設　利用者からの要望、反対、苦情、訴訟等の対応
	
	◎

	
	上記以外
	◎
	

	施設の利用許可
	各種施設の利用許可
	○
	◎

	需用費、役務費
委託料、使用料及賃借料
	消耗品、燃料、上水道、手数料、テレビ

監視カメラ、足拭きマット、施設設備点検料等
	
	◎

	需用費（電気料）
	町が東京電力と供給に係る契約を締結するが、電気使用料については、指定管理者が町に納付すること
	○
	◎

	必要な消耗品の購入
	
	
	◎

	施設、設備、備品等の修繕
	不可抗力、経年劣化、第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないものによって生じた

各種小修繕等　⇒原則1件５０万円未満
	
	◎

	
	　　　　　　　⇒原則1件５０万円以上
	◎
	

	
	管理者の過失、注意義務を怠ったことによるもの
	
	◎

	
	管理者の所有している設備､備品
	
	◎

	施設の増改築、設備の新設、備品の購入
	施設の適正な管理運営のため必要なもので、町財政部局との予算協議の結果認められたもの
	◎
	

	
	上記以外のもので町が承認したもの
	
	◎

	施設の賠償責任保険
	
	
	◎

	施設の建物災害保険
	指定管理者所有の備品等は、指定管理者加入
	◎
	

	セキュリテイ
	警備不備による情報漏洩、盗難等
	
	◎

	災害復旧
	
	◎
	〇

	包括的管理責任
	包括的な管理責任
	◎
	


参考：（現在町が加入している保険）

・賠償補償保険：全国町村総合賠償保険

　　・建物災害保険：全国自治協会建物災害共済

· 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議のうえ、定めるものとする。

（３）指定管理料及び町納入金　　　　

　ア　町は、施設の管理運営業務に係る一切の経費を負担しない。不足分は、指定管理者の

負担とする。
　　　イ　指定管理者は、年度毎の施設使用料として、町に１，５００万円又は総売上額の５％
相当額のどちらか多い方の額を利用料として納入する。
（４）保険の加入
　　ア　町は、全国町村建物火災共済に加入する。

　　イ　指定管理者は、施設賠償責任保険（町が加入する全国町村会総合賠償保険と同程度以上）に加入しなければならない。

（５）備品等の取扱い　

　ア　町が貸与する備品等で、経年劣化による更新費用は指定管理者が負担する。

　　イ　指定管理者が自己の費用で調達又は購入した備品等の取扱いは、指定期間終了時においては、原則として指定管理者の自己責任と費用で撤去・撤収する。

　　ウ　報告等

　　　　指定管理者は、備品について、備品台帳を作成及び整理すると共に、町が貸し出した備品の廃棄をする場合は、町に報告する。

（６）業務の委託
包括的な業務の委託については認めないが、個別の業務については、事前に町の承認があれば委託できる。ただし、次に掲げる個別の業務については町の承認がなくとも委託できる。

なお、委託を行う予定のある場合は、事業計画にその旨を記載すること。

ア　機械警備業務

イ　施設清掃業務

ウ　給水・空調設備保守点検業務

エ　自動ドア保守点検業務

オ　ごみ処理業務

カ　消防設備防火対象物点検業務

（７）指定管理者の使用料収入

　　　ア　施設を利用する使用料は、指定管理者の収入とする。ただし、使用料の額は、設置管理条例に規定されている額とする。

　　　イ　指定管理者の管理の瑕疵により使用料に未収が生じた場合は、指定管理者が補填するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

（８）事業報告書の提出 
ア　施設の管理を行った会計年度終了後３０日以内、又は必要に応じ町から求められたときは、速やかに事業報告書を町に提出する。

（９）業務の再履行

　　　指定管理者による施設の管理業務等の内容が、本業務の仕様に適合しないものであるときは、指定管理者に対してその業務の再履行を命ずる。

　　　この場合において、再履行に要する費用は指定管理者の負担とする。

（10）指定の取消し等

　次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じる。なお、その場合、指定管理者に損害が生じたとしても町は賠償しない。

ア　指定管理者が、手続条例第１２条第１項及び手続条例第１３条の規定による報告の求め、又は調査に応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を妨げたとき。

イ　指定管理者が、町の指示に従わないとき。

ウ　指定管理者が、法令に違反したとき。

エ　指定管理者が、指定管理者の指定の申請の資格を欠いたとき。

オ　指定管理者が、手続条例及び設置管理条例又はこれらの条例に基づく規則等に違反したとき。

カ　指定管理者が、施設に関する協定の規定に違反したとき。

キ　指定管理者が、虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。

ク　指定管理者の財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。
ケ　指定管理者が、著しく社会的信用を損う等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
コ　指定管理者が、協定の締結までに上記に掲げるいずれかの事項に該当し、又は正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。

サ　上記に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当ではないと認めるとき。

（11）指定管理者への指示

　　　指定管理者への指示は、原則として、次に掲げる場合に行う。

ア　手続条例第１５条に規定する指定管理者の責務に反し、又は反することが予想出来るとき。
イ　施設の形質を一方的に変更しようとするとき。

ウ　経営効率を重視する等のあまり職員の配置又は施設の管理が公の施設の設置目的を効果的に達成するため適切なものとなっていないとき。

エ　災害等緊急時において施設を使用しようとするとき。

オ　その他町長が必要と認めるとき。

（12）区分経理　

ア　指定管理者は、施設の管理業務に係る経理と自身の団体等の業務に係る経理とを区分して会計帳簿類及び会計規定を設けるなど区分して経理すること。

イ　本指定管理業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の専用の口座で、管理区分しなければならない。

（13）立入検査等

　　　町は、指定管理者に対して、業務又は経理の状況の報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行う。

　　　また、監査委員が、指定管理者に対して、経理の状況に関し監査することがある。

　　　なお、施設の設置者たる町の事務としての施設の管理状況を監査する時に小山町議会又は監査委員が必要と認めた場合は、指定管理者の出頭を求め、調査し、又は帳簿類その他の記録の提出を求めることがある。

（14）業務主任者の配置　
　　　指定管理者は、本業務をつかさどる業務主任者を配置しなければならない。

（15）対価を得て行う事業

　　　指定管理者は、使用料の他に対価を得て物品の販売、役務の提供等の事業を行おうとするときは、あらかじめ書面により町の承認を受けなければならない。

　　　この場合の事業は、施設の設置管理条例の設置目的に反しない範囲で行うこと。

（16）指定管理者が備える帳簿等

指定管理者は、次に掲げる帳簿等を備えるとともに、その帳簿等を閉鎖したときから５年間保存すること。

ア　業務日誌

イ　備品台帳

ウ　会計書類綴

エ　取扱金受払簿

オ　使用許可申請書綴

カ　減免申請書綴

キ　出勤簿

（17）連絡調整会議の設置

　　　町と指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議等を設置し、定期的に開催するものとする。

（18）設備の設置

指定管理者は、あらかじめ町の承認を受けた場合に限り、施設に設備等を設置し若しくは変更を加え、又は施設の利用者にその許可を与えることができる。

（19）業務の休廃止

指定管理者は、あらかじめ町の承認を受けた場合に限り、施設管理業務を休止、廃止することができる。その場合、町に損害を与えたときは賠償しなければならない。

（20）原状回復の義務等
指定管理者は、指定期間満了のとき、指定取消し又は管理業務停止を命ぜられたときは、町の承認を受けた場合以外は、その管理しなくなった施設の施設、設備を速やかに原状に復さなければならない。

なお、町の承認を受けることなく、満了日又は前記処分を受けた日から７日を経過した後も施設に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。
（21）個人情報の取扱い等

ア　指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報（以下「保有個人情報」という。）を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

イ　指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者は、小山町個人情報保護条例(平成１６年小山町条例第１０号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

ウ　指定管理者は、その管理する施設の管理の業務により保有することとなった情報について公開請求があったときは、小山町情報公開条例(平成１３年小山町条例第２号)の定めるところにより、情報を公開しなければならない。

（22）地位の承継等の禁止
　　指定管理者は、施設の管理によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継することはできない。　　

（23）譲渡等の禁止
　　指定管理者は、施設の設備及び備品等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定することはできない。

（24）注意事項

ア　町及び住民（施設利用者）、関係団体、官公庁等との連携を図った事業運営を行うこと。

イ　町の条例、規則等に準拠した情報公開及び個人情報保護に関する規定を定め、職員に周知、徹底すること。

ウ　緊急対応策及び防犯対策についてマニュアルを作成し、職員に周知、徹底すること。

エ　指定管理者が施設の管理運営にかかる各種規定又は要綱を作成するときは、町と協議して行うこと。

オ　業務に必要な各種規定がないときは、町の諸規定に準じて、又はその趣旨に基づいて業務を実施すること。

カ　円滑な管理業務を行うために十分な能力を持つ職員を確保し、必要な組織体制を整えること。

キ　指定管理者は業務日誌を作成すること。

ク　町の施策及び事業に協力すること。

ケ　業務を行うに当たっては、環境に配慮すること。

コ　指定管理者は、この要項に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、町と協議のうえ決定すること。

６　選定の手順 

（１）募集要項の発表（町のホームページ等による）
（２）募集要項及び申請書類様式の配布
（３）応募の受付開始

（４）質疑の受付

（５）質疑の回答

（６）応募の受付締切り

（７）書面審査
（８）ヒアリング

（９）指定管理候補者の選定

７　応募手続 
（１）応募方法 

ア　提出書類
（ア）施設に係る指定管理者指定申請書 
（イ）事業者の概要に関する書類 
ａ　法人にあっては、当該法人の登記簿の全部事項証明及び定款又は寄付行為の写し

ｂ　法人以外の団体にあっては、会則等当該団体の組織活動の基本となる規則を記載した書類

ｃ　小山町公の施設に係る指定管理者申請資格に関する申立書

　　　　ｄ　当該団体の代表者及び当該団体が法人である場合は、当該法人に関する納税証明書　

　　　　　等滞納のない証明又は小山町公の施設に係る指定管理者納税義務等不存在申立書

　　　　ｅ　当該団体に係る申請の日の属する事業年度の損益（収支）計算書又はこれに相当

　　　　　する書類

　　　　ｆ　前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類

ｇ　当該団体に係る申請の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算書

ｈ　役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

ｉ　その他法人の概要（事業者の沿革、代表者の履歴、法人運営に関する資料等）

（ウ）事業運営に関する書類　
ａ 施設の管理運営に係る年度ごとの事業計画書（５年間）

ｂ 施設の管理運営に係る年度ごとの収支予算書（５年間）

ｃ　事業提案の考え方、方針

ｄ　サービスの質の確保・向上に関する考え方、サービス提供の内容
ｅ　職員の雇用計画（雇用者数、正規・パート等の別）及び配置計画、職員の労働条　　

　　件、人材育成、研修体制の考え方に関する書類

ｆ　施設維持修繕計画

ｇ　危機、安全管理に関する考え方

ｈ　事業悪化の場合の対応策

ｉ　同一又は類似する施設の管理の実績があるときは、その事業の実績に関する書類

ｊ　その他事業運営に関し必要な書類

イ　提出期間　

　　　　平成２１年６月１５日（月）から平成２１年７月１５日（水）までの日（閉庁日を除く）の午前８時３０分から午後５時までとする。

　　　（注）①　郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。

　　　　　　②　電子メール、ファクシミリでの提出は認めない。

ウ　提出場所 
　　小山町　経済建設部　商工観光課　

エ　提出部数　１１部　正１部副１０部（選定委員会委員長及び委員数７部と主管課用２部）（その他、受付押印後応募者に返却するもの１部）

（２）重複提案等の禁止

　　　　ひとつの団体が、複数の提案をすることはできない。さらに、ひとつの団体が、複数の

　　　共同企業体に加わることもできない。

（３）提案書の変更

　　　　町が受理した提案書については、明らかな間違い、軽微な修正を除き、内容変更は認めな

　　　い。

（４）質疑及び回答

　　　　募集要項の配布後、募集要項の内容に疑問があるときは、質疑を行う。　　

　　ア　質疑の資格者

　　　　募集要項中「申請の資格」を満たす者　

　　イ　質疑の受付期間

　　　　平成２１年７月１０日（金）まで

　　ウ　質疑の方法

　　　　文書により提出

　　エ　質疑の回答

　　　　回答は、質疑回答書を公募者全員に書面で送付。質疑回答書は、募集要項と一体のものとして、当該要項と同等の効力を有するものとする。

（５）追加書類の提出等 　
町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを行う。

（６）著作権の帰属等

　　　応募書類の著作権は、指定管理者が決定するまでの間は応募者に帰属する。ただし、町は指　

　　定管理候補者の選定の公表、施設の管理運営の参考とするため等で町が必要と判断する場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものとする。指定管理者の決定後、選考された応募書類の著作権は前記より町が使用するもののほか応募者に帰属する。なお、応募書類は理由の如何にかかわらず返却しない。

（７）費用の負担 

応募に関する費用は、すべて応募者の負担とする。
（８）資料の取扱い 

町が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で利用することを禁ずる。また、この検討の目的の範囲内であっても、町の了承を得ることなく第三者に対してこれを利用させたり、又は内容を提示したりすることを禁ずる。

（９）提案辞退

　　　　提案の辞退については、特別の事情がない限り認めない。

８　指定管理候補者の選定
（１）指定管理候補者の選定方法 
選定委員会は、選定基準に基づき、書面審査及びヒアリング等を実施し、指定管理候補者を審査し、町長が決定する。 なお、審査の結果、該当者なしとする場合がある。

（２）選定基準

ア　応募の資格
イ　施設設置の目的及び町の管理方針との整合

ウ　利用者の平等な利用の確保
エ　利用者に対するサービスの向上
オ　施設の効用の発揮

カ　効率的な管理

キ　施設の適切な維持管理
ク　施設の魅力ある活用方法（プロポーザル）

ケ　施設の適切な運営
コ　経営の健全性

サ　経営の安定性

シ　その他必要な事項　

（３）審査結果

　　　審査結果については、応募者全員に文書で通知する。
（４）指定管理候補者の選定の公開

　　　指定管理候補者を選定した後、応募の概況（応募者名）、選定した指定管理候補者名について公開する。
（５）協定書締結の事前協議
指定管理候補者の選定後、速やかに協定書締結の事前協議を開始する。
（６）無効又は失格

以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。
ア　申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。
イ　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
ウ　申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。
エ　虚偽の内容が記載されているとき。
オ　その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるとき。
９　指定の議決 

（１）町議会の議決 

指定管理候補者の選定後、指定管理候補者を指定管理者に指定する議案を町議会に提案する。ただし、町議会の議決を経るまでの間に指定管理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理候補者の選定を取り消すことがある。なお、町議会が議決しなかった場合及び否決した場合においては、選定結果を無効とし、指定管理候補者が施設の運営事業を実施するために支出した費用、提供したノウハウの対価等について、すべて町は一切の責任及び補償は負わない。 

（２）指定の通知 

町議会の議決後に指定を決定する旨を通知する。 

（３）協定書の締結 

町議会による指定の議決を経たのちに、協定を締結する。

ア　協定において定める事項は、次のとおりである。
（ア）事業計画書に関する事項

（イ）管理の基準に関する事項
（ウ）管理責任分担に関する事項

（エ）指定管理料に関する事項
（オ）事業報告に関する事項
（カ）指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
（キ）当該公の施設における備品等の所有権の帰属に関する事項

（ク）管理業務を行うに当たって保有する個人情報保護及び情報の公開に関する事項
（ケ）上記に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

イ　協定は、指定期間全体を対象とする基本的な協定（「基本協定」）を締結する。

10　その他 

（1） 指定管理候補者が募集要項に反した場合は、指定管理候補者の決定を取り消すことがある。

（2） 選定委員会委員に対して、本件募集についての接触を禁ずる。 

11　問合せ先

　　〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲５７番地の２

小山町　経済建設部　商工観光課　観光スタッフ　

　　電話　０５５０－７６－６１１４　　ＦＡＸ　０５５０－７６－２７９５

Eメール　kankou@fuji-oyama.jp
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